
福祉避難所について

彩の国

埼玉県 令和7年度 医療的ケア児者等災害対策研修

埼玉県福祉部障害者福祉推進課
総務・計画・団体担当



福祉避難所とは

・ 災害対策基本法で定める避難所の一つ
（災害対策基本法第49条の７第１項）

・ 主として高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者（要
配慮者）の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その
他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な
生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合
するもの（災害対策基本法施行令第20条の６第５号）

・ 広義の福祉避難所には、指定福祉避難所のほか、協定等により福
祉避難所として確保しているものを含む



福祉避難所とは

指定福祉避難所 協定による避難所

定 義 市町村が災害対策基本
法等で定める基準に適
合すると判断した避難所

指定避難所として指定し
ていないが、市町村が一
定の施設、設備、体制
等の整った施設として、事
前の協定等により福祉避
難所として確保している
施設

公 示 義務 義務ではない

全国の数
（令和７年1０月1日）

10,153か所 16,631箇所



福祉避難所の指定状況

H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1

福祉避難所の数 716 758
(+42)

799
(+41)

839
(+40)

849
(+10)

862
(+13)

877
(+15)

887
(+10)

うち、
障害者受け入れ可能 484 556

(+72)

583
(+27)

610
(+27)

614
(+4)

643
(+29)

671
(+28)

678
(+7)

※ 福祉避難所の数自体は年々増加傾向



福祉避難所の指定状況

種 別 数 割合
１ 高齢者施設 533 60.1%
２ 障害者施設 202 22.8%
３ 児童福祉施設 28 3.2%
４ その他社会福祉施設 33 3.7%
５ 特別支援学校 30 3.4%
６ 小中学校、高校 4 0.5%
７ 公民館 23 2.6%
８ 宿泊施設 2 0.2%
９ その他 32 3.6%

総 計 887 100%



福祉避難所の指定状況

県内受入可能人数（調査中除く）

21,198人(対前年比＋249人)

【参考】
個別避難計画作成者数（R7.4.1現在）

85,644人(対前年比＋7,201人)

現段階で個別避難計画を作成している全ての
要配慮者を受け入れることができない状況。
災害時には、個別避難計画を作成していない
要配慮者も福祉避難所に避難することになるため、
引き続き、福祉避難所の確保が必要です。

人 数 回答数
  1人 ～      5人 283
  6人 ～    10人 160
11人 ～    20人 115
21人 ～    50人 91
51人 ～   100人 36

  100人超 36
調査中など 166

総 計 887

※ 入所施設などの場合、福祉避難所の受入者には「入所者」は含まない



備品の備蓄状況

埼玉県障害者福祉推進課調べ ※福祉避難所総数＝887
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あり 527 689 231 664 86 653 435 210 765 475 430 53 142 252 362 790 745 786 19 798 6 1

ありの
割合

59.4% 77.6% 26.0% 74.9% 9.7% 73.6% 49.0% 23.7% 86.2% 53.4% 48.5% 6.0% 16.0% 28.4% 40.8% 89.1% 84.0% 88.7% 2.1% 90.0% 0.7% 0.1%



備品の備蓄状況

【福祉避難所の確保・運営ガイドライン第１章 ３．１】
災害発生時に停電した場合の通信、照明、空調、換気設備及び
医療機器等の確保・維持のため、非常用発電機等の整備に努めることが
重要である。

⇒ 全ての福祉避難所に整備されているわけではない。

【福祉避難所の確保・運営ガイドライン第１章 ４．１】
市町村は、施設管理者と連携し、指定福祉避難所における必要な物資
・器材の備蓄を図る。

⇒ 備蓄できる物資や器材の数は限られている。



平時から備えを！

＜準備しておくべきもの＞
・ 日ごろ服用している薬
・ 「お薬手帳」や「処方箋」のコピー
・ かかりつけ医療機関に日ごろ指導されている内容のメモ
・ 医療機器予備バッテリー
・ ヘルプカード

・ 使い捨て手袋、消毒用アルコール、ペーパータオル
・ 滅菌ガーゼ
・ 紙おむつ



ご清聴
ありがとうございました
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